
西宮市公共サイン  デザインマニュアル
令和3年（2021）4月

西宮市

01

バーベキュー等の
火気使用の禁止

音の出る花火の禁止 大道芸の禁止 大音量の音出しの禁止

バイク乗入禁止夜間花見禁止区域 落花後の宴会の禁止 自転車・バイク放置禁止

ハトにエサを
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フンの始末を
してください

商行為の禁止遊具周辺禁煙・
歩きタバコ禁止

球技は周りに
配慮してください

カラスに注意！ スズメバチに注意！ ヘビに注意！

地域猫のエサやりマナー 園内の草木を
大切にしましょう

歩行者優先

放し飼い禁止
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１章 総論



 

条例により禁止されている営利目的の屋外広告物の例

  現在本市には、公共施設や観光施設等への案内誘導や歴史・環境的特徴を記

した説明サイン、条例による規制を知らせるサイン、注意喚起・マナー・道徳

啓発サインなど、様々なサインが存在している。

　しかし、所管が多部署に渡るため、表示内容やデザイン、配置に一貫性や統

一性がなく、特に立て看板は、長年様々な場所で苦情や要望を受けるたびに設

置してきた結果、無秩序に配置され、さらに管理が不十分で老朽化したものが

現場に放置されることで、周辺の美観を乱す要因となっている。また、市民や

来訪者など利用者側から見てわかりづらいものや表示内容の意図が不明なもの

が、多数掲出されている。

　以上のことから、乱立した看板や老朽化した看板等が周辺の美観を乱してい

る都市景観上の課題と、サインの利用者へ内容が適切に伝わっていないという

情報伝達上の課題があげられる。

　本マニュアルは、これらの課題を解決するため、配置やデザイン統一の考え

方（形状、素材、色彩等）、表示面の基本ルール（ピクトグラム、文字サイズ

等）、維持管理の考え方を定めることで、わかりやすく効果的なサインの配置

を行い、併せて景観の向上を図ることを目的とするものである。　　　

　今後、市が表示・設置する公共サインは本マニュアルに適合しなければなら

ないものとし、また国・県等、市内で公共サインを表示・設置する者に対して

は、本マニュアルに適合させるよう要請するものとする。

　

　公共団体等が規制・誘導、利用

案内、注意喚起、啓発など移動の

円滑化や利便性、安全性の向上な

どを目的に屋外や公共地下通路な

どに設置する表示物件をさす。

　なお、公共団体等が財源確保を

目的に地下通路等の不特定多数が

通行する公共空間へ掲出する営利

目的の屋外広告物は一般の屋外広

告物であり、公共サインとして掲

出することはできない。

現状の課題と
本マニュアルの目的

公共サインとは

１－１
 本マニュアルの目的
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道路交通標識

案内誘導系

車両系

施設利用系

施設利用情報系

告知系

歩行者系

防災系

都市サイン

対応マニュアル

広域案内サイン

周辺案内サイン

町名案内サイン

交通案内サイン

エリア誘導サイン

施設誘導サイン

本標識 案内標識

道路等名称サイン

地点・地名サイン

イベント等告知サイン

禁止サイン

注意喚起サイン

マナーサイン

各種啓発

警戒標識

規制標識

記名サイン

誘導サイン
 （経路上）

記名サイン

案内サイン
（拠点） 

掲示板告知

特設告知

道路標識

車両系 道路標識 本標識

西宮市防災サインシステム

※ 掲示板等へ設置する

・・・ 本マニュアル対象範囲

道路標識設置基準

西宮市都市サイン
表記基準

施設案内系

施設案内サイン

施設誘導サイン

施設名称サイン

ポスター・貼り紙類

施設解説サイン

施設案内サイン

西宮市公共サイン
デザインマニュアル

※本マニュアルの対象外
　但し、道路標識設置基準
　にない指示・規制・警戒
　標識は本マニュアルによる

※

指示標識

補助標識

西宮市サイン体系

本市のサイン体系と本マニュアルが対象とするサイン分類を以下に示す。

（※ただし、法令の規定により設置するものは適用除外）
１－2

 サインの体系
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警戒標識
道路の路側に設置され、利用者に交通案内・規制・警戒喚起・指示等を行う道路交通標識

規制標識 指示標識 案内標識 補助標識

体系別サイン例

 道路標識 （本標識）  道路標識（補助標識）

広域案内サイン西宮市都市サイン
市全体を示した地域案内

周辺案内サイン
現在地周辺の歩行者案内

町名案内サイン
現在地周辺の町名案内

交通案内サイン
交通機関等の情報案内

案内サイン（拠点）

エリア誘導サイン
エリアや施設へ誘導

施設誘導サイン
周辺施設への誘導

道路等名称サイン
通りや道路名称

地点・地名サイン
地点や地名

誘導サイン（経路上） 記名サイン

（本市の場合は南部・北部等）
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施設案内サイン
施設内の案内

施設誘導サイン
施設内の誘導

施設名称サイン
施設の名称

施設解説サイン
施設の説明・解説

体系別サイン例

施設案内サイン

施設利用情報

道徳啓発

各種啓発

ポスター・貼り紙類
掲示板での情報の掲示

イベント等告知サイン
公共のイベントや祝賀情報の告知

掲示板告知 特設告知

マナーサイン
施設利用上のマナー・禁止事項

禁止サイン
対象エリアでの規制情報

注意喚起サイン
特定の注意喚起情報
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西宮市の公共サインのかかえる課題

デザインの不統一　　×

施設の種類、整備主体、整備時期によりサインの

デザインが異なるため、情報を認識しにくい。

・

同じ情報で表記内容や絵柄が異なる同じことを伝えていると理解しにくい

サインにより死角ができる×

注意喚起のはずが逆効果になっている。・

大きなサインの裏に死角

一時情報サインの長期間の放置 効果不明の啓発サイン情報の意味が不明

分かりにくさ×

情報量が多く絵柄が過剰で内容を理解しにくい。

文字情報のみでレイアウトに工夫がなく内容が

理解しにくい。

設置位置が不適切で情報が伝わりにくい。

・

・

・

掲出の効果が低いサイン×

一時的な情報を伝えるサインが長期間放置され

効果が低下している。

道徳を説く啓発サインは効果が不明。

周知の事実を表示している。

・

・

・

文字情報のみで工夫がない情報量が多く絵柄が過剰

設備ボックスの扉に貼ってある

植栽帯に埋まっていて見えない

内容が周知の事実道徳啓発サイン

人が隠れられるサイズは危険

現状の公共サインは下記に示すような課題があり、ここで示されているよう

なサインは設置効果が期待できず、景観上も好ましくない。
１－3

 現況サインの課題
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ポスター・貼り紙類 横断幕 のぼり

情報よりも看板が目立ち、景観上もノイズとなっている×

サインの板面自体が目立ち、情報が伝わらず、

むしろ景観阻害になる。

周辺環境よりサインの存在が目立つ。

サインが無秩序に乱立して設置されている。

ポスターや横断幕、のぼり等の乱立や派手な色

彩等が周辺景観を阻害している。

具象の絵を用いたサインは景観阻害となる。

文字や版面が大きすぎるサインは景観を阻害す

る。

・

・

・

・

・

・

恒久的な情報を示すサインが仮設で設置されている×

長期間仮設で放置されているため、景観阻害の

要因になっている。

・

具象の絵は不快に感じる場合がある

恒久的な情報が劣化しやすい仮設で設置されている

必要以上のサイズは景観を阻害する 文字情報が大きすぎる

低コストの赤色は劣化しやすい 劣化によって情報が消えている 劣化したサインの放置

文字部分が退色し情報が読みとれない。

経年劣化（錆、表示面の剥がれ等）により情報

が読み取れないサインを放置している。

・

・

メンテナンス不足　　×

フェンスへの無秩序な設置立て看板の乱立

筐体が目立ちすぎる 白背景に赤文字のサイン緑背景に赤文字のサイン
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２. 仮設サイン

恒久的な情報を掲示するもので、一定の美観

を有し、耐候性が高く基礎や堅固な構造物に

定着させたもの。

１. 常設サイン

常設サインと仮設サイン

立て看板 壁付け看板 のぼり

基礎があり耐候性のあるサイン

壁面に固定した耐候性のあるサイン照明柱に貼ったステッカー

懸垂幕

横断幕 置き看板

バナー 掲示板

・共架一体型

・自立型

通路の壁づけポスター・貼り紙

ベンチと一体化したサイン

単独で自立して景観との調和を図りつつ設置

されるもの。

（案内誘導サイン、記名サイン、掲示板等）

（壁面・支柱固定型、電柱固定型、掲示板、照明

　等ストリートファニチュア一体型、懸垂幕固定

　フレーム等）

一時的な情報を掲示し、立て看板、貼り紙、

横断幕、のぼり等恒久的な仕様でないもの。

また、掲示板、懸垂幕固定フレームなど筐体

そのものは恒久的であっても、その中に設置

するポスターや懸垂幕は仮設サインとして取

り扱う。

構造物のデザインと一体化し設置されるもの

１－4
 サインの構造種別
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1. 公共サインの位置づけ

2. 景観調和の観点

3. 設置方針

・

サイン設置の基本的な考え方１

公共サインとは、住民や来訪者の移動円滑化や施設利用の利便性向上、安全

性の確保を図るために設置するものである。そのため、わかりやすいデザイ

ンと効果的な配置による十分な情報伝達の確保を第一とする。

公共サインは、その性質から高い視認性を必要とするが、過剰にサイン自体

が主張することは、景観を阻害する要因となるため、建築や街路など街並み

との調和に配慮したデザインやサイズ、配置とする。

設置にあたっては、計画段階で必要性や効果を十分検討する。また、必要に

応じて道路標識の設置や周辺環境整備等サインの設置以外の方法も検討し、

不要なサインは設置しないものとする。

設置すべきもの・ ・交通、施設管理上、表示しなければわからない注意喚起や施設利用の　

　ルールなどの情報

・移動の円滑化及び施設利用の利便性向上のために必要な案内誘導情報

・ 効果があれば
設置するもの

・安全確保のために必要な一時的公益情報

 （例）痴漢・ひったくりなどの犯罪多発情報

　　　 ハチ・ヘビ発生等の緊急的な事象に対する一時的な注意喚起

・施設利用者にとって有益な情報（歴史、環境・生態説明など）

　　　　

・ 効果が低いため
極力設置しないもの

・マナーにかかる注意喚起

 （例）「静かに」、「ポイ捨て禁止」など

・長期的な安全にかかる注意喚起

 （例）痴漢・ひったくり、ハチ・ヘビ発生等の緊急的な事象に対する　　　 

　　　長期的な注意喚起

その他 ・道徳啓発及び周知の事実は掲示板等へ設置する

 （例）「習慣づけよう、早寝、早起き、朝ごはん」「あいさつ運動」

　　　 「火事は１１９番」等の啓発

必要なサインを効果的に設置するとともに、よりよい景観形成に積極的に関

与するために下記の方針を定める
１－５

 サイン設置の基本方針
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1. 常設サインを基本とする

2. 仮設サインは原則
    設置しない

3. 本マニュアルの遵守

＊1 局所的かつ緊急的に発生する問題や事象に対処するサインの例

サイン設置の原則２

・その場所で起きた事象に対する注意喚起
犯罪／事故／事象発生 駐車禁止

・多くの集客が見込まれる全市的なイベントや
　地域のお祭りの告知サイン
　

さくら祭りの告知サインやシーズン期間中のマナーサインインターハイ出場の祝賀に関する懸垂幕大会優勝等の祝賀に関する懸垂幕

痴漢の発生を知らせる ひったくりの発生を知らせる 恒久情報のため常設サインに置き換える

・教育機関等の祝賀的な情報
庁舎や校舎等の壁面に設置する、大会への出場・入賞などの

祝賀情報

・常設サイン設置までの間の暫定設置

イベント等の情報の告知、イベント会場への案内誘導、公園の季節情報

公共サインは、良好な景観形成と維持管理の観点から、一定の品質を確保で

きる常設サインを計画的に設置することを基本とする。

仮設サインは、局所的かつ緊急的に発生する問題や事象に対処する場合（＊

1）にのみ一定期間に限り設置できるものとする。

景観へ配慮したデザインやサイズ、配置とするため本マニュアルに基づき設

置を行うものとする。
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2 －１
 サイン設置の考え方　　

 

  

 

● 計画のフロー

１.

２.

サイン計画

STEP 1 STEP 2

見直し検討

STEP 3

サインの適正化

STEP 1  サイン計画

STEP 2  見直し検討

STEP 3  サインの適正化

  

・

  

・

施設全体で色彩と情報伝達の統一された計画

公共サインの無秩序な設置は、時間が経つにつれて情報伝達、景観調和、安全

性、維持管理等の点で問題が生じることとなるため、当初の段階で施設全体で

の体系的かつ統一的な常設サインの設置を計画しておくことが重要である。

また、サインの設置後は定期的に効果の検証及び見直し検討を行い、再配置等

による最適化を図ることが望ましい。

● 常設サインを基本とし、仮設サインは原則設置しない
　 やむを得ず仮設サインを設置する場合のルールはP33～39によるものとする

必要なサインの抽出を行う。

案内サイン、誘導サイン、

マナーサイン、禁止サイン、    

注意喚起サイン等

（例）

動線や建築物のデザイン、施設

の特性、周辺環境を考慮して必

要かつ最小限のサインを効率的

に設置する。

サインの設置後、半年若しくは１年を目安にサインの効果を検証し、設置

位置や情報伝達等に不備がないかを確認する。

見直し検討の結果に従って、設置位置の変更、情報伝達性の向上を図るた

めに必要最小限の増設若しくは撤去など設置基数や表示内容の最適化を行

う。
・ 維持管理の過程でサインの増設や表示内容の変更を行う場合は、全体計画

との整合に留意する。
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（１）効率的かつ効果的な
　　　サイン設置の考え方

サインは小さいが目に付く場所にある禁煙サイン(ベンチ座面）

建築物や工作物の意匠を損なわ

ないように、サインと建築物、

工作物との一体化を検討する。

１.

２. 施設利用者や通行者が自然に目

にする位置など最も効果的な位

置に設置することで、必要最小

限の表示面(サイズ）とする。

◯ 良い例

× 悪い例

必要以上に大きくサインを設置すると景観を阻害する
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a a a

b

b

a a

a a

（２）配置 安全性の観点から、通行者の支障にならない配置を基本とし、サインによって

危険な死角ができないよう配慮する。

複数のサインを設置する際は高さを揃え、均等に配置することで一体感を出す。

◯ 良い例：高さを揃える、均等に配置する

高さが揃っていることで一体のサインとして認識できる

柱に綺麗に納めることで建築デザインを損ねない

柱間の中心に納めることで違和感を感じさせない

整頓された同一形状により一体のサインとして認識できる

整列させる・サイズを揃える1.

柱間の中心に合わせる　３.

柱の中心に合わせる

　

４.

どうしてもサイズが合わない場合
は高さを合わせる
　

２.
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a

c

e

b
cba

d

f

a b

a ab

柱に納まらず建築物のデザインを損ねている

設置高さが揃っていないと情報が読み取りにくい

建築デザインのリズムに合わず、違和感がある

乱雑な配置は美観を損ねる

× 悪い例：高さが合わない、乱雑に配置する

整列していない・

サイズが合っていない

５.

高さが合わない　６.

柱間の中心に合わない７.

柱や壁面からはみ出す８.
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（３）集約 複数のサインが乱立していると、景観阻害要素になるだけでなく、情報が伝

わりにくくなる要因にもなりうる。

１つのサインに情報を集約することで景観への配慮と、効果的な情報伝達が

可能となる。

「路上喫煙禁止サイン」や「ゴミは持ち帰りましょう」等の施設利用情報系

サインは、個々に近接して設置されているケースが多く見受けられる。

このような場合には、近接しているこれらのサインの情報を同一板面に整

理・集約し、基数を減らすことですっきりした印象を与えることができる。

１. 複数のサインを１つに集約

● 集約の方法

バラバラに乱立する情報を、
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ゴミは持ち帰りましょう
No littering

フンの始末をしてください
Dog waste must be cleaned up

路上喫煙禁止エリア
No Smoking Area

近接して「掲示板」等の大型サインが設置されている場合は、サインの下部

等に情報を整理・集約する。

２. 掲示板等の大型サインに集約

様々な種類、サイズのサインが近接

して乱立している場合、

掲示板等の大型サインに、施設利用

情報系サインの情報を集約する
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道徳啓発サイン 仮設かつ設置効果のないサイン 長期間放置されたままの常設サイン

（４）再配置 設置したサインの効果を定期的に検証し、設置位置や老朽化、情報伝達等に

改善点がないかを確認する。

見直し検討に従って、設置位置の変更、定期的なメンテナンス、情報伝達の

再調整、設置基数の最適化を行う。

● 恒久的な情報が仮設サインの場合、常設サインに切り替える

● 老朽化した常設サインは、耐候性のある常設サインを再設置する

● 設置効果のないサインを撤去する
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2 －2
 デザイン統一の考え方　　

 

（１）形状 水平垂直でシンプルな形状により景観との調和を図ることを原則とする。

ただし、空間の性質やサインの大きさによっては、景観と調和しつつ良質な

アクセントとなるデザインを検討する必要がある。

・景観の中で突出しない水平垂直の形状を基本とする。

・過度な装飾は行わず、シンプルな形状とする。

・施設のデザインに合わせて特殊な形状とする場合は、施設管理者及び景観

　担当部署と別途協議を行う。

景観の中で突出しない形状1.

水平垂直でシンプルな形状

　

２.

× 悪い例：形状がバラバラだと、それぞれが主張しあい一体感がない

形状がバラバラ

　

公共サインを周辺景観との調和を図りつつ、容易に認識される要素とするた

め、形状及び素材、色彩等のルールを設定することにより、本市のサインと

しての統一性を確保する。

◯ 良い例：景観の中で突出しない、水平垂直でシンプルな形状
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亜鉛付着量 田園地帯

メッキのみ ２重防食

107～229

g/m2

305～488

4～15

18～37

10～25

35～50

海洋地帯

メッキのみ ２重防食

2～11

13～28

7～24

25～46

工業地帯

メッキのみ

1～4

5～6

２重防食

5～15

12～30

筐体部

参考：溶融亜鉛鍍金の上に塗装した時の耐用年数（単位：年）

※日本溶融亜鉛鍍金協会資料より

（２）素材 本体の素材は、維持管理の観点から屋外で年月が経過しても、劣化しにくく、

素材の美しさを保つ事ができるものを使用する。

・筐体は素材によって亜鉛溶射若しくは溶融亜鉛メッキ等の防食処理を施し、

　高耐候性塗装仕上げを基本とする。また、SUSや石材等、素材自体に耐　

　候性のあるものの使用を検討する。歩行者系案内サインは、より高耐候性

　の塗装仕上げであるステンレスフレーク入り景観塗料等の使用も検討する。 

● 筐体部（下地となるフレーム） 

併せて、景観上推奨する形状及び素材など構造等の詳細を取り組み事例の中

で紹介する本デザインマニュアル02_資料編を参照する。
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印刷方法 カッティングシート 高耐候性インクジェット出力 シルク印刷

耐用年数 ５～７ 5～10（10～20） 5(10～20)

メリット
・様々な種類のシートがある
・部分的な貼り替えが可能

細かい表示の製作が困難 部分的な修正ができない 版が必要なため多色印刷は高価

・細かい文字や写真などの
　高解像度の印刷が可能

・素材の良さを活かした
　質の高いサインが可能
・どんな素材にも印刷可能

デメリット

単色の情報掲出 案内サイン 施設銘板等単色の情報掲出用途

＊3 ＊3

＊4

＊1

＊2

参考：印刷方法の比較（単位：年）

サイン部

サイン基材

・案内図等の細かい情報の場合、将来的な張り替えやメンテナンスを考慮し

　高耐候性のインクジェットシートを基本とする。

・ピクトや色数が少ない文字を印刷する場合、周辺環境や用途、基数、コス

　ト等の条件を整理し、下記の表を参考に適した印刷方法を検討する。 

・アルミ板、アルミ複合板、SUS、防腐処理を施した木材、石材等を使用する。

　※通り名称や公園のサインで木材を使用する場合は防腐処理を施す。

・ポリカーボネートは、耐候性に乏しく恒久的なサインには不向きのため、使

　用を控える。

● サイン基材（印刷やシートを貼りつける板面）

● サイン部（印刷面） 

＊１：代替法として、製版を必要とせず耐候性のあるUVダイレクト印刷がある。

＊２：耐用年数は環境によって大きく左右されるため、数値はあくまで目安である。

＊３：特殊コーティングにより耐候性が増し、耐用年数を伸ばすことができ、落書きや傷にも対応可能。

＊４：上記以外に施設銘板に適した方法として耐久性と意匠性に優れたエッチングがある。
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地色の明度

地色の明度

図
色
の
明
度

図
色
の
明
度

（３）地色と図色の考え方 情報伝達の観点から、サイン自体が目立つのではなく、景観に調和しつつ、

表示する情報をわかりやすく伝える色彩とすることを基本とする。

縁取りあり縁取りなし

◯ 十分なコントラストが
　 確保でき認識しやすい

× 赤色と地色が見分けにくい

出典：「ひと目でわかるシンボルサイン」（平成13年12月、公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団）

視認性を確保するため地色と図色のコントラストが重要であることから、

明度差を確保した配色とする。

禁止系のピクトグラム（赤色）など地色とのコントラストが十分に確保で

きない場合は、周囲を白色で縁取る等明度差を設ける。

・

・

地色と図色の対比例・

20
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（４）色の組み合わせ 多様な色覚に配慮し、誰にとってもわかりやすい色の組み合わせとする。

・高齢者・色弱者への配慮
　高齢者及び色弱者に配慮し、見分けにくい色の組み合わせを避けるとともに、

　表示要素ごとの明度差の確保に留意すること。

　

　＜見分けにくい色の組み合わせ例＞

　青と黒、黄と白、赤と緑、赤と黒、緑と茶、黄緑と黄、紫と青、赤と茶、

　水色とピンク

× 悪い例：見分けにくい色の組み合わせ例

× 悪い例：情報伝達に配慮がない色の組み合わせの実例

青色と黒色 黄色と白色 赤色と緑色 赤色と黒色
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都市部のサイン

基本色使用箇所

ダークグレー
N-35 / 5分艶（日塗工）※
マンセル値：N3.5（5分艶）

自然や緑と調和を図る場合
ダークブラウン
25-30B / 5分艶（日塗工）※
マンセル値：5Y3/1（5分艶）

地色に白系を使用する場合

※原則、地色には上記の色を使用するが、道路管理者が特に危険な場所に設置する
　緊急を要する注意喚起サインについては、景観担当部署と協議のうえ、次の色を
　使用することも可能とする。

ライトグレー
N-82～87 / 5分艶（日塗工）※
マンセル値：N8.2～N8.7（5分艶）

イエロー　マンセル値：5Y8.5/12

（５）地色と文字色の
　　　基本色の設定

・地色は、景観に調和する低明度、低彩度の落ち着いた色を選択する。

・景観調和の観点から原則として白色は地色に使用しない。

　施設の色彩計画により白系の色を使用する場合は、真っ白ではなく薄灰色

　を使用する。

・施設や事業の特徴等で独自性を尊重する必要がある場合には、他の色を用

　いることができるが、景観担当部署と協議のうえ情報伝達や景観に十分に

　配慮した色を用いる。

・文字色は、様々な色を用いず、無彩色（白～黒色(N4程度)）を基本とする。

　英文にあっては白色も含め、和文強調のため若干明度を下げるよう細部ま

　で工夫を行い、より見やすくなるように配慮する。

● 退色

地
色
の
色
彩

太陽光や風雨といった自然環境は退色を引き起こす要因となる。サインは屋

外に設置されるため、退色を考慮した色づかいとすることが望ましい。

印刷物を太陽光に長時間あてると、インクの品質

によって波長が短い赤・紫・黄色等の色彩は紫外

線に吸収されやすく、退色しやすい。特にカッ

ティングシートは退色が早く、一方で青・黒色は

退色しにくい。

※（一社）日本塗料工業会（JPMA）
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2 －3
 表示面の基本ルール

適用の考え方　　

 

良 い 例 悪 い 例

良 い 例 悪 い 例

（１）ピクトグラムの
　　　積極的使用

ピクトグラムは、視覚的な図による表現で内容の伝達を直感的に行うことが

できるため、言語の種別を問わず情報伝達の有効な手段である。特に施設利

用系サインにおいては積極的にピクトグラムを併用し、端的にわかりやすく

伝えることを原則とする。

一次情報/ピクトグラム

● 直感的に伝える

● 補完的に伝える

二次情報/文字情報

（大きく目を引く）

（端的でわかりやすい）

（２）文字情報の精査 文字情報を精査し端的に表記することで、すばやくわかりやすく伝える。

 

一次情報/ピクトグラム
● 直感的に伝える

● 補完的に伝える

二次情報/文字情報

（大きく目を引く）

（端的でわかりやすい）
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捨てるな禁煙

（３）ピクトグラムの
　　　使用ルール

（参照：4-1.ピクトグラムの一覧 /4-2.西宮市オリジナルのピクトグラム ）

標準案内用図記号（大部分がJIS規格化）及びJISのピクトグラムの使用を原則

とする。標準案内用図記号及びJIS、本マニュアルが規定する記号になく、独

自にピクトグラムを作成する必要がある場合は、標準案内用図記号のイメー

ジを尊重したデザインを景観担当部署と協議した上で決定する。類似のピク

トグラムは安易に作成・使用しない。 

  

● ピクトグラム例（標準案内用記号/JIS） 

● 西宮市オリジナルピクト例

喫煙所

自転車
乗り入れ禁止

立入禁止駐車禁止

案内所 案内

階段エスカ
レーター

エレベーター

女子お手洗 男子

障害のある人
が使える設備

スロープ

鉄道 /
 鉄道駅

バス / 
バスのりば

タクシー / 
タクシーのりば

参照：「標準案内用図記号」公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団

※ 平成２９年７月２０日に改正された「案内用図記号のJIS改正（JIS8210）」
　 において更新されたピクトグラム及び名称。

 

※ベビーケアルーム
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英文

Frutiger 55Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
abcdefghijklmnopqrs 0123456789

Frutiger 65Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
abcdefghijklmnopqr 0123456789

あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

UD新ゴ NT M 　　

あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

UD新ゴ NT B　　

あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

UD新ゴ NT DB　　

UD新ゴ NT L　　

● ゴシック体

和文

（５）書体の共通使用 使用する標準書体は、次のとおりとする。但し、施設名称サイン等でこれ

により難い場合は、別途景観担当部署と協議する。

ポップ体等の商業宣伝用書体の使用は不可とする。

掲示板に掲出するポスター・貼り紙には適用しない。

・

・

（４）キャラクター等の使用 みやたん等のキャラクター及びイラストなどは原則使用しない。
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Helvetica Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
abcdefghijklmnopqrs 0123456789

Rotis Serif 55Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
abcdefghijklmnopqrs 0123456789

Helvetica Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
abcdefghijklmnopqr 0123456789

● 明朝体

あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

A-OTF UD黎ミンPro EB　　

和文

英文

あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

A-OTF UD黎ミンPro B　　

あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

A-OTF UD黎ミンPro M　　

あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

A-OTF UD黎ミンPro L　　

Rotis Serif 65Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
abcdefghijklmnopqrs 0123456789
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（参照：4-3.日・英対応翻訳表 ）

（７）多言語表記 ・原則２ヵ国語表記（日本語・英語）とする。 

・表示板サイズの制約等で表記が困難な場合、日本語表記のみとすることがで

　きる。 

・緊急的に設置する仮設サインは多言語表記を必須としない。

・日本語・英語以外による説明が必要なサインは、多言語表記説明文を掲載し

　たHPアドレスをQRコードで表示することを検討する。

 

  

・文字や図号のサイズは、下記の考え方及び表に従い、視認距離に応じた

　必要最小限度の大きさとする。
（６）文字サイズ

文字サイズ設定の考え方 
① 車両に向けた交通に係る禁止・注意喚起サインは、視認距離10～20ｍとし、和文文字サイズを40～80mm程度とする。
② 歩行者等に向けた案内誘導サインの見出しや行き先表示サインは、視認距離5～10ｍとし、
　 和文文字サイズを20～40mm程度とする。

③ 自転車・歩行者に向けた一定のエリアを対象とする罰則等を伴う禁止事項を表示するサインは、視認距離5～10ｍとし、

　 和文文字サイズを20～40mm程度とする。（例：自転車放置禁止区域サイン、路上喫煙禁止区域サイン等）

④ 歩行者等に向けた局所的な視認で足りる注意喚起等のサインは、視認距離1～2ｍとし、和文文字サイズを10mm程度とす

    る。（例：犬の糞始末等）

⑤ 上記②～④以外の歩行者等に向けたサインは、視認距離4～５ｍとし、和文文字サイズを20mm程度とする。

　 ただし、物理的な危険を回避することなどのために一定離れた位置から視認する必要があるものにあっては、

    和文文字サイズを20～40mm程度の範囲で必要最小限度の大きさとすることが出来るものとする。（例：滑落注意等）

※ 図号の基準枠寸法は、図号のみを表記する場合に適用するものとし、文字を併記する場合はサイン全体のバランスに留

　 意した必要最小限度のサイズとする。

　 また、懸垂幕・横断幕による祝賀情報、イベント告知、記名サイン及び案内地図の文字サイズは別途考慮する。

視認距離

1m

5m

10m

20m

30m

40m

和文文字サイズ （高さ）

9mm

20mm

40mm

80mm

120mm

160mm

英文文字サイズ （高さ）

7mm

15mm

30mm

60mm

90mm

120mm

図号の基準枠寸法

35mm角以上

60mm角以上

120mm角以上

240mm角以上

360mm角以上

480mm角以上

参照： 「ひと目でわかるシンボルサイン」「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」

（平成13年12月、公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団）
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・歩道のある広幅員道路の場合

道路上におけるサインの設置位置

歩道上の歩車境界寄りに設置

（植栽帯の中も可能）

・歩道のない道路の場合

道路の敷地境界寄りに設置

良好な顕在性が確保できる位置に設置することが望ましい

駅周辺等の人通りの多い場所の設置位置

・サインの存在が一見してわかる位置に通行の支障にならないように設置する。

・駅周辺等の人通りの多い場所では、通行の支障とならないことを前提に、顕

　在性が確保できる位置に設置することが望ましい。

・街路樹や屋外広告物等との関係に留意し、視認性を損なわないよう設置する。

・道路上においては、歩車道境界寄りと敷地境界寄りの2通りの設置が考えら

　れるが、歩道のある広幅員道路の場合は、歩道上の歩車道境界寄りに設置し

　、歩道のない道路の場合は、敷地境界寄りに設置することを原則とする。

・夜間の視認性や判読性を向上させるため、基本的な設置位置に配慮した上で、

　街路灯の光の届く場所に設置する等の工夫を行う。

（８）設置位置
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・歩道のある広幅員道路の場合

表示の向きは、道路に平行とする

・歩道のない道路の場合

表示の向きは、道路に平行とする

・歩行者が衝突する恐れのないよう、周辺環境に配慮した設置向きとする必 

　要がある。

・案内サイン（拠点）と誘導サインの板型の表示面（人の目線高さに設置さ

　れる表示面）の向きは、基本的に道路に平行とする。

・歩道のある広幅員道路の場合は、歩道から車道に向かう面を表示面とし、

　歩道のない道路の場合は、道路側から見て敷地境界に向かう面を表示面　

　とする。

（９）設置向き
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500

1000

1500

2000

2500

0 500 1000

750

車椅子平均的目の高さ 
1175mm

立位の平均的目の高さ 
1560mm仰角  30°

俯角  40°
1250mm＝表示面の中心

参照：　「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」

（平成15年11月、財団法人 道路保全技術センター）

案内地図サインの表示高さ

人間からサイン板面までの距離

・案内サイン（拠点）は、車いす利用者と立位の利用者の双方が見やすい高

　さとする。

・表示高さは、「立位の利用者と車いす使用者が共通に見やすい範囲である

　約1350ｍm（「建築設計資料集成3集 日本建築学会編」より）」が考えら

　れるが、車いす利用者がより見やすい高さとするため、「表示面の中心の

　高さは1250ｍm」を基本とする。

・また、車いす利用者が近づいて見ることを考慮し、案内地図は地盤面より

　750ｍｍ以上の高さに配置することが望ましい。

・歩道空間上に張り出す場合は、下端を路面より2500mm以上（歩道の建築

　限界）確保する。

（１０）案内地図の設置高さ
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2 －4
 維持管理の考え方　

● 管理台帳（例）

　 サイン種別、設置場所、管理番号、管理者、設置年月、サイズ、仕様、

    施工写真、配置図、その他必要な情報を記載 

（１）管理台帳 ・サインの管理台帳を作成し、管理番号等による管理を行うことが望ましい。

・更新情報（施設名等）は管理台帳に記載し、サインの定期的なメンテナン

　スを行う。

・情報更新の頻度が高い案内地図サインは、地図に整備年月を明記する。

・必要に応じて管理番号をサインに明記する。 

 

  

設置場所 管理番号サイン種別
都市サイン

整備

本体 W1000×H1800×D60
表示 W600×H600

本体

19◯◯.◯（昭和◯年◯月）
20◯◯.◯（平成◯年◯月）改修

メッキ鋼管＋静電粉体塗装
表示 W600×H600

◯◯◯◯課
整備 ◯◯◯◯課

施設利用系 - 施設案内系
施設案内サイン
整備・維持管理主体

サイズ（mm） 仕様

設置年月

A-000

施工写真

配置図

備考
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（２）メンテナンスの考え方 ・街の美観を損ねないよう、定期的に表面のチェックや清掃・点検・修繕

　を行うことが必要である。 

・サイン本体の更新は、傷や塗装の剥がれ・腐食・退色等の劣化を確認し

   対応することが必要である。 

・シート貼りの表示面については、シートの剥がれや退色を確認し対応す

　ることが必要である。 

・貼り紙や落書き等は、定期的に取り除く。また、貼り紙や落書き等が想

　定される場所では、防止機能を有した表面仕上げとする。  

・植栽帯にサインを設置した場合、植栽の定期的な剪定が必要である。

・サインの表示面は劣化の状態により１０年をめどに更新を行う。
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 仮設サインの設置ルール
2 －５

・

・

・

・

１. 設置可能な情報　　

原則３ヶ月以内で必要最小限の期間とする。

３ヶ月を超える場合、景観担当部署との協議により最長６ヶ月まで延長でき

るものとする。

イベント告知サインは、開催日の１４日前からイベント終了までの期間とす

る。（設置期間が法令で定められている場合を除く）

マナーサイン等の配布サイン（P.39参照）及び宅地分譲等の３ヶ月を超えて

継続する事業に係るサインについては設置期間の適用除外とする。

・

・

・

・

２. 設置期間　　　　

・

・

・

・

道路上で信号機及び道路標識の視認性を阻害しない場所。

（電柱・照明柱・防護柵への固定、植栽帯内自立等）

公共的な祭りやイベント等を開催する公共施設や公園の歩行者動線を妨げな

い位置。

小学校等の公共施設の建物の壁面や出入口周辺の構造物で極力美観を阻害し

ない位置。

その他、景観担当部署との協議により必要と認められた場所。

３. 設置場所　　　

仮設サインの設置条件

長期間設置して老朽化した仮設サインは景観を阻害する。

本市の仮設サインの設置ルールを以下に示す。

犯罪・事故等の緊急的な事象発生後に一時的な注意喚起が必要な場合。

常設サイン設置までの間、一時的に設置を行う必要がある場合。

イベント情報の告知やイベント会場への案内誘導、大会出場等の祝賀情報、

公園の季節情報等の一時的な情報を掲出する場合。

その他、景観担当部署との協議により必要と認められた場合。

４. 設置できない場所　　　 ・

・

・

交差点から直近５ｍ以内（交通にかかる緊急的な注意喚起・誘導を除く）。

死角ができる場所。

文化財や都市景観形成建築物など地域の重要な景観資源に接する道路、公園

及びこれらに類する公共空間。
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５. 設置可能規模　　　

仮設サインの設置条件

６. 色彩 仮設サインに使用する色彩のルールはP35～P39を参照すること。

（みやたん等のキャラクターが出演するイベント等の告知サインにあるキャ

　ラクターの色彩を除く）

上記により難い場合は、別途景観担当部署と協議のうえ、情報伝達や景観に

十分配慮した色を用いる。

単体のサイズ規定サインの種類

立て看板、置き看板1. 板面１㎡以下

壁、垣・塀利用看板2. 板面０.５㎡以下、設置間距離５ｍ以上

3. のぼり・バナー 表示面積２㎡以下、相互間距離５m以上

4. 懸垂幕・横断幕 景観担当部署と協議により必要と認められたサイズ

※上記により難い場合は別途景観担当部署と協議する

道路、公園及び水路等の都市基盤施設の管理者等が、従前に市長と協議を

行った整備計画に基づき表示し、又は設置するもの。

工事中の看板。

道路・交通管理者が設置する緊急を要する注意喚起や道路交通情報の周知等

の横断幕。

美術館・博物館イベント告知。

恒久的な掲示板内へのポスター設置及びこれに類するもの。

イベント期間中に会場内に設置するもの。（のぼりの相互間距離の規定を除く）

不特定多数が通行する公共施設へ設置しないもの。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

７. 適用除外　　　　
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木製等の簡易な仕様による耐候性の低い看板を金具などで工作物

や地面に簡易に固定するもの。

使用する色はイベント告知は３色以下とし、それ以外にあっては

ピクトグラムを除き２色以下とする。

道路上や通路では周辺から死角にならない幅や高さとする。

（例：電柱より狭い幅、人が隠れられない幅と高さ）

原則として本章の基本ルールを遵守する。

一時的な注意喚起等。

：

：

：  

：

：

１. 立て看板

仮設サインの設置方法

● 電柱よりはみ出している

● 電柱より幅を狭くする

● 人が隠れられない幅と高さ

良 い 例

悪 い 例

● 人が隠れられるサイズ
　　　　　（死角の発生）

定　 　義

色　 　彩

設置方針

その他の設置ルール

設 置 例
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仮設サインの設置方法

２. のぼり・バナー

良 い 例

悪 い 例 ● 派手すぎて情報が入ってこない

● 2色だけでも十分効果的

● 基数を限定する方が効果的

● 大量に設置して煩雑になり
　 情報が入ってこない

細長い旗を竿や支柱等につけて掲出するもの。

白色を含む３色までとする。

相互間距離５m以上とする。

（路肩から5m以上の場所に設置する場合を除く）

シンプルかつ効果的なデザインや配置とする。

市民祭り等の全市的または地域イベントの告知。

：

：

：  

：

：

定　 　義

色　 　彩

設置方針

その他の設置ルール

設 置 例
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４. ポスター・貼り紙

仮設サインの設置方法

3. 懸垂幕 壁面若しくは柱体部に設置された定着用フレームに掲出するもの。

地色の色彩は白色を原則とする。使用可能な色彩は、白色を含む

３色までとする。

掲出にあたっては、建築物及び工作物等の意匠を損なわないよう    

にする。

原則として本章の基本ルールを遵守する。

オリンピック、甲子園出場等の祝賀情報、全市的イベント告知等。

：

：

：  

：

：

定　 　義

色　 　彩

設置方針

その他の設置ルール

設 置 例

紙媒体の印刷物。

制限は行わない。

綺麗に整理して配置する。

掲示板以外への掲出は原則禁止とする。

掲示板内に貼る自治体の告知情報、啓発情報。

：

：

：  

：

：

定　 　義

色　 　彩

設置方針

その他の設置ルール

設 置 例
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５. 置き看板

仮設サインの設置方法

６. 横断幕 

基礎がなく地面に据え置くサイン。

使用する色は３色以下とし、それ以外にあってはピクトグラムを

除き２色以下とする。

道路上や通路では周辺から死角にならないような幅や高さとする。

通行の妨げとならないようにする。

耐候性の高い仕様による美観に配慮した置き看板は設置可とする。（執

務・営業時間内に限る。）原則として本章の基本ルールを遵守する。

基礎による定着が困難な場合や可動式とする必要性があるサイン。

：

：

：  

：

：

定　 　義

色　 　彩

設置方針

その他の設置ルール

設 置 例

横長の幕に情報を掲出するもの。

地色の色彩は白色を原則とする。使用可能な色彩は、白色を含む

３色までとする。

掲出にあたっては、建築物及び工作物等の意匠を損なわないよう

にする。

原則として本章の基本ルールを遵守する。

全市的イベント告知・祝賀情報等。

：

：

：  

：

：

定　 　義

色　 　彩

設置方針

その他の設置ルール

設 置 例
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７. 配布サイン

仮設サインの設置方法

市が住民や事業者に配布して私有地に設置するサイン。

原則として本章の色彩ルールを遵守する。

必要最小限のサイズ及び配布とし、効果が出れば撤去する。

禁止・注意喚起・マナー等の周知を促すサイン。

：

：

：

：

定　 　義

色　 　彩

その他の設置ルール

設 置 例
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 設置可否一覧
2 －６

種　別 サインの種類 常設 仮設 内容

主な対象サイン一覧

本マニュアルは、主に下記サインを対象とする。

下記以外のサインを設置する場合は本マニュアルを参考にして、景観担当部

署と協議の上検討すること。 

... 設置可能 ... 設置ルールに適合する場合は設置可能 ... 設置不可

施設案内サイン1.

施設誘導サイン2.

施設名称サイン3.

5.

6.

イベント等告知サイン7.

注意喚起サイン12.

マナーサイン13.

禁止サイン（駐輪禁止等）11.

公園・広場

歩道・道路

その他の

公共施設

その他

公園や広場内の案内地図

歩道や道路内の周辺地域や施設等を案内する地図

公園や広場内の誘導

公園や広場の施設名称

歩道や道路内での注意喚起

歩道や道路内での禁止事項

マナー向上のための注意喚起

花見等の季節ごとに必要となる情報

ポスター・貼り紙類21.

イベント等告知サイン22.

施設案内サイン（ごみ収集）14. 地域のゴミ収集

公共の告知情報を掲載する掲示板内のみ可

公共のイベントや祝賀情報の告知

配布サイン24.
市が住民や事業者に配布して私有地
に設置する禁止事項・注意喚起等のサイン

施設案内サイン15.

施設誘導サイン16.

施設名称サイン17.

18.

19.

20.

注意喚起サイン

公共施設内の案内地図

公共施設内の誘導

公共施設内の施設名称

公共施設内での注意喚起

4.

案内サイン 8.

歩道や道路内での周辺施設等への誘導誘導サイン 9.

歩道や道路の名称記名サイン 10.

禁止サイン 公園や広場内での禁止事項

注意喚起サイン 公園や広場内での注意喚起

マナーサイン マナー向上のための注意喚起

禁止サイン（駐輪・喫煙禁止） 公共施設内の禁止事項

道徳啓発サイン23. 様々な道徳を啓発する情報市内全域

マナーサイン マナー向上のための注意喚起
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 ・ 案内誘導系 - 歩行者系

 ・ 施設利用系 - 施設案内系

 ・ 施設利用系 - 施設利用情報系

 

３章 標準デザイン 

 
３－１  都市サイン 標準デザイン一覧  ------------------------------- 
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３－２  都市サイン 標準デザイン  -------------------------------------- 46

３－３  その他の参考デザイン  --------------------------------------------  60

３章 標準デザイン





+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

酒
蔵
通
り

Sakagurapdori St.

西
宮
市
北
口
駅
ひ
ろ
ば

N
ishinom

iya City Kitaguchi Station H
iroba

 
案内誘導系 - 歩行者系

広域案内サイン
(北部・南部)

周辺案内サイン
町名案内サイン

交通案内サイン

エリア誘導サイン 施設誘導サイン 道路等名称サイン 地点・地名サイン

西宮市都市サイン

● 案内サイン（拠点）

● 誘導サイン（経路上） ● 記名サイン

３－1
 都市サイン

標準デザイン一覧

３章 標準デザイン
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+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

 
施設利用系 - 施設案内系

施設名称サイン施設解説サイン
（歴史・施設解説）

施設解説サイン

（ゴミ収集案内サイン）

（樹木・植物解説）

施設案内サイン 施設案内サイン 施設誘導サイン

● 施設案内サイン

● 施設案内サイン

３章 標準デザイン
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+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

支柱型 短冊型路側固定型 床面貼付型ステッカー貼付型

自立看板型単独柱型 柵添架型 フェンス添架型 電柱添架型

壁面固定型

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン   

 
施設利用系 - 施設利用情報系

３章 標準デザイン
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+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

 

西  宮  市

仮設看板型 配布型

（イベント時の情報・マナー・規制）
イベント案内サインシーズンサイン
（イベント時の案内） （イベント時の告知情報） （イベント時の告知情報）

のぼり・バナーサイン 懸垂幕・横断幕サイン

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン   ● イベント等告知サイン

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン   

施設利用系 - 施設利用情報系

施設利用系 - 施設利用情報系

その他の参考デザイン

告知系 - 特設告知

３章 標準デザイン
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+500
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+3000

+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

 
施設利用系 - 施設案内系 / 施設利用情報系

（駐車禁止情報）
支柱型

（駐車禁止情報）
 柵添架型

（駐車禁止情報）
 花壇支柱型

（駐車禁止情報）
 フェンス添架型

● 自転車駐車場サイン

自立看板型 柵添架型 柵添架型柵添架型柵添架型 柵添架型

（掲示情報＋ゲ－ト情報） （掲示情報） （マナー・禁止情報） （場内案内情報） （マナー情報） （エリア情報）

３章 標準デザイン
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+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

案内誘導系 - 歩行者系

● 案内サイン（拠点） - 西宮市都市サイン

西宮市都市サイン

広域案内サイン
(北部・南部)

町名案内サイン
周辺案内サイン

※「西宮市都市サイン標記基準」を参照

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

 

３－2
 都市サイン

標準デザイン
 

３章 標準デザイン
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（参照：西宮市都市サイン標記基準 ）
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● 案内サイン（拠点）- 交通案内サイン

交通案内サイン 交通案内サイン（乗降場）
短冊型 短冊型（細）

 
案内誘導系 - 歩行者系

短冊型
サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5又はアルミ板

サ イ ン 部 ： カッティングシート貼り又は高耐候性インクジェットシート貼り

筐　体　部 ： 金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等の防食処理を施し、
　 高耐候性塗装仕上げ

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

３章 標準デザイン
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● 誘導サイン（経路上）- エリア誘導サイン ／ 施設誘導サイン

エリア誘導サイン 施設誘導サイン
矢羽型 短冊型

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

矢羽型
サイン基材 ： ステンレス鋼板指定色焼付塗装

サ イン部 ： カッティングシート貼り又は高耐候性インクジェットシート貼り

支　柱　部 ： スチール鋼管指定色焼付塗装

短冊型
サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5又はアルミ板

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

筐　体　部 ： 金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等
     の防食処理を施し、高耐候性塗装仕上げ

３章 標準デザイン

 
案内誘導系 - 歩行者系
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● 記名サイン- 道路等名称サイン ／ 地点・地名サイン

道路等名称サイン
短冊型

地点・地名サイン
短冊型

 
案内誘導系 - 歩行者系

自立看板型

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

サイン基材 ： SUS

サ イ ン 部 ： シルクスクリーン又はドライエッチングの上黒塗装

筐　体　部 ： コールテン鋼又は溶融亜鉛メッキの上リン酸塩処理
    ※その場所や地域特性によってサインのデザイン及び筐体の素材を検討可能

３章 標準デザイン
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● 施設案内サイン- 施設案内サイン/施設誘導サイン

施設案内サイン
自立看板型

施設誘導サイン
自立看板型（高） 自立看板型（低）

 
施設利用系 - 施設案内系

自立看板型
サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5又はアルミ板

サ イ ン 部 ： カッティングシート貼り又は高耐候性インクジェットシート貼り

筐　体　部 ： 金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等の防食処理を施し、
    高耐候性塗装仕上げ

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

必要な情報を積み上げる誘導サインを添加可能

施設内マップは都市サインの
マップの仕様をベースとする

周辺のマナーサイン
を添加可能

３章 標準デザイン
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● 施設案内サイン- 施設名称サイン

施設名称サイン(施設解説情報付加)施設名称サイン
短冊型短冊型（細）

 
施設利用系 - 施設案内系

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

短冊型
サイン基材 ： SUS

サ イ ン 部 ： シルクスクリーン又はドライエッチングの上黒塗装

筐　体　部 ： コールテン鋼又は溶融亜鉛メッキの上リン酸塩処理
    ※その場所や地域特性によってサインのデザイン及び筐体の素材を検討可能

施設名称サインは
施設解説情報を付加可能

３章 標準デザイン
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● 施設案内サイン- 施設解説サイン

施設解説サイン（歴史・施設解説） 施設解説サイン（樹木・植物説明）
自立看板型 自立看板型（小）自立看板型（幅広）

施設利用系 - 施設案内系

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

自立看板型
サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5又はアルミ板

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

筐　体　部 ： 金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等の防食処理を施し、
    高耐候性塗装仕上げ

３章 標準デザイン
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● ゴミ収集案内サイン

施設利用系 - 施設案内系

サイン基材 ： ポリプロピレンシート t0.95程度

サ イ ン 部 ： スクリーン印刷（フルカラー）

固 　　定 ： 柵・フェンス添架型：ワイヤーや結束バンド等
 　壁面固定型 : 屋外用両面テープ等

柵・フェンス添架型、壁面固定型

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

柵・フェンス添架型
ゴミ収集案内サイン

壁面固定型
ゴミ収集案内サイン

３章 標準デザイン

   

53



 

+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

（
1,
80
0）

（
1,
50
0）

50
0

15
7.
7

（400）

（600）

100

100

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン   

施設利用系 - 施設利用情報系

商行為禁止大道芸の禁止大音量の音出し
の禁止

自転車・バイク
放置禁止

禁煙音の出る花火
の禁止

バイク乗入禁止

園内の草木を
大切にしましょう

球技は周りに
配慮してください

夜間・早朝は
静かにしましょう

ハトにエサを
与えないで下さい

フンの始末を
してください

放し飼い禁止 ゴミは持ち
帰りましょう

バーベキュー等の
火気使用の禁止

総合マナーサイン（集約）
自立看板型

マナーサイン
単独柱型

（付近のサインの高さに合わせて
筐体の高さを検討する）

マナーサインは周辺に同系統の
サインがある場合は集合させる

使用情報例

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

単独柱型
サイン基材 ： SUSプレート焼付塗装

サ イ ン 部 ： シルクスクリーン印刷

筐　体　部 ： 御影石（白御影石又はサビ御影石）

自立看板型（集約）
サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5又はアルミ板

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

筐　体　部 ： 金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等
    の防食処理を施し、高耐候性塗装仕上げ

３章 標準デザイン
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● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン   

ゴミは持ち
帰りましょう

フンの始末を
してください

自転車・原付放置
禁止区域

禁煙 /路上喫煙禁止区域

カラスに注意！ ヘビに注意！

施設利用系 - 施設利用情報系
 

マナーサイン マナーサイン
柵添架型（単独・集約） フェンス添架型（単独・集約）

マナーサイン/注意喚起サイン
電柱添架型（単独・集約）

使用情報例

サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5

電柱の幅よりも狭くする

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

固　　　定 ： 平リブ（黒）又はバンド（黒）等

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

同種類のサインが
ある場合は集約させる路上に関するマナーサインは

目線より下につけると効果的

柵・フェンス添架型、電柱添架型

スズメバチに注意！注意喚起

３章 標準デザイン
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マナーサイン
壁面固定型

サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

固　　　定 ： 屋外用両面テープ又はロッド埋込
　 

壁面固定型

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

使用情報例

施設利用系 - 施設利用情報系
 

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン   

ゴミは持ち
帰りましょう

フンの始末を
してください

自転車・原付放置
禁止区域

禁煙 /路上喫煙禁止区域

３章 標準デザイン
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施設利用系 - 施設利用情報系
 

支柱型 短冊型 短冊型（細）路側固定型

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン   

自転車・原付放置
禁止区域

禁煙 /路上喫煙禁止区域車両通行禁止

禁止サイン 禁止サイン 禁止サイン撤去告知サイン

使用情報例

サイン基材 ： アルミ板

サ イ ン 部 ： カプセルレンズ型反射シートの上屋外用シート貼り（600×900）

支　柱　部 ： 鋼管指定色塗装仕上げ（N6.0程度）
    又は既設照明柱等共架

サイン基材 ： ステンレス板折曲 焼付塗装

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

路側固定型

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

支柱型（条例に基づく規制標識）

短冊型
サイン基材 ： アルミ板

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

筐　体　部 ： 金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等
    の防食処理を施し、高耐候性塗装仕上げ

３章 標準デザイン
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床面貼付型ステッカー貼付型

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン

自転車・原付放置
禁止区域

禁煙 /路上喫煙禁止区域

施設利用系 - 施設利用情報系
 

禁止サイン禁止サイン

床面貼付型

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

サイン部 ： コンクリートブロックに床面用シート貼り又は
　 床面用高耐候性シート貼り   

ステッカー貼付型
サイン部 ： 高耐候性ステッカー

使用情報例　

床面とサイン面を揃え
つまずかないように配慮する

歩道面に設置する場合は舗装材のサイズに
合わせ□300～□450として良い

３章 標準デザイン
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サイン基材 ： ポリプロピレンシート t0.95程度

サ イ ン 部 ： スクリーン印刷(フルカラー)（エンボス加工あり）

： 高耐候性インクジェットシート貼り（エンボス加工なし）
固　　定 ： 柵・フェンス添架：ワイヤーや結束バンド等

　　　　　　　　　　（四隅穴あけ加工 R3.0）
 　壁面固定 : 屋外用両面テープ等

配布型

表 裏

： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

+500

+1000

+1500

+2000

+2500

+3000

フンの始末を
してください

西  宮  市

西  宮  市

1,
30
0

180～210

110

18
0

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン

 
施設利用系 - 施設利用情報系

仮設看板型 配布型
注意喚起サイン 配布サイン

一時的な情報

サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5又はカラー鉄板

サ イ ン 部

： 金属又は木材

固　　　定 ： バンド等※仮設看板の場合は金属又は木支柱

仮設看板型

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

注意喚起

飛び出し注意！
痴漢発生 注意！
段差あり！ etc

支　柱　部

３章 標準デザイン
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● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン

商行為禁止 大道芸の禁止 大音量の音出し
の禁止

夜間・早朝は
静かにしましょう

公園管理者の指示に
従ってください

自転車・バイク
放置禁止

遊具周辺禁煙・
歩きタバコ禁止

バーベキュー等の
火気使用の禁止

 
施設利用系 - 施設利用情報系（イベント時）

仮設看板型仮設看板型 仮設看板型（小）
イベント時のマナー イベント時の規制情報 イベント時の規制情報

使用情報例

仮設看板型

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

サイン基材 ： スチール　メッキ加工折曲

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

筐　体　部 ： SUS 焼付塗装
    ※固定は地面に杭を打ち込む又はウエイト設置

夜間花見禁止区域 落花後の宴会禁止

サイン基材面の付け替え
により情報の更新が可能

３－3
 その他の参考

デザイン

３章 標準デザイン
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● イベント等告知サイン

   
告知系 - 特設告知

 

のぼり・バナー
イベント時の告知情報

懸垂幕・横断幕
イベント時の告知情報

のぼり・バナー、懸垂幕・横断幕

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

・イベント案内サインはデザインイメージの統一を図ると良い
・数色の組み合わせでも十分に効果的なデザインは可能

３章 標準デザイン
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露出部

information

施設利用系 - 施設案内系 / 施設利用情報系
   

 <表>  <裏>

空 満

掲示スペースはインクジェットシート
を貼らず、基材を露出させる。

t1.6 ステンレス板（ JIS400 番台）
(67×110) に両面に「空 / 満」
カッティングシートを貼付

空白スペースのインクジェット
シートを貼らず基材を露出させ
耐候性のあるマグネットシート
を貼り付ける

掲示スペース

掲示情報は防水仕様の用紙
又はラミネート等による防
水性能を持つものとし、
両面テープ等によって掲示

掲示情報

空 / 満情報

「空 / 満」「閉 / 記載なし」情報プレート

空白スペースのインクジェット
シートを貼らず基材を露出させ
カッティングシートにて業者名
連絡先を貼り付ける

指定業者情報記入欄

掲示スペースはインクジェットシート
を貼らず、基材を露出させる。

掲示スペース

サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

固　　　定 ： 柵にLアングルで固定又は平リブ（黒）、バンド（黒）等   

柵添架型

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

柵添架型
掲示情報サイン

柵添架型
ゲートサイン

柵添架型
掲示情報サイン（細）

３章 標準デザイン
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400

No littering

ゴミは持ち帰りましょう

フンの始末をしてください
Dog waste must be cleaned up

歩きタバコ禁止
No smoking while walking

自転車・原付
放置禁止区域
Parking Bicycles and 

Motorcycles Prohibited Area

鳴尾町３丁目

鳴尾町１丁目

寿公園

西宮市役所
鳴尾支所

鳴尾公民館

里中町３丁目

上鳴尾町

里中町２丁目

鳴尾町５丁目

鳴尾小学校

本郷中央公園

阪神鳴尾鳴尾・武庫川女子大前駅

Naruo ・ Mukogawajoshidai-Mae Sta.

自転車・原付放置禁止区域
Parking Bicycles and Motorcycles Prohibited Area

自転車駐車場
Bicycle Parking Lot

Hanshin Naruo

阪神鳴尾南
Hanshin Naruo South 

国道４３号

阪神電鉄本線

● 自転車駐車場サイン

サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

固　　　定 ： 柵にLアングルで固定又は平リブ（黒）、
　 バンド（黒）等   

柵添架型
サイン基材 ： アルミ板  t2焼付塗装

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

筐　　　体 ： メッキ鋼管＋静電粉体塗装

自立看板型

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

柵添架型
マナー・禁止サイン

自立看板型
場内案内サイン

柵添架型
マナーサイン

柵添架型
エリアサイン

３章 標準デザイン

施設利用系 - 施設案内系 / 施設利用情報系
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西宮市自転車対策課
西宮市自転車駐車場指定管理者

無断・区画外

区画外駐車車両は契約場所に移動します。

No Unauthorized Parking

違反者には契約更新をお断りします。

無断駐車車両は移動・撤去します。

駐車禁止

無断駐車車両移動場所地図 自転車駐車場

現 在 地
You are here

サイカパーキング株式会社 0798-69-3282

西宮市自転車対策課
西宮市自転車駐車場指定管理者

無断・区画外

区画外駐車車両は契約場所に移動します。

No Unauthorized Parking

違反者には契約更新をお断りします。

無断駐車車両は移動・撤去します。

駐車禁止

無断駐車車両移動場所地図 自転車駐車場

現 在 地
You are here

(3
42

)

30
0

西宮市自転車駐車場指定管理者

西宮市自転車駐車場指定管理者

● 自転車駐車場サイン

サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

固　　　定 ： 柵 : ステンレスバンド（黒）
　 フェンス : 結束バンド（黒）

柵・フェンス添架型
サイン基材 ： アルミ複合板  t3～t5

サ イ ン 部 ： 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

筐　　　体 ： SUS 焼付塗装

支柱・花壇支柱型

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

支柱型
駐車禁止サイン

花壇支柱型
駐車禁止サイン

柵添架型
駐車禁止サイン

フェンス添架型
駐車禁止サイン

３章 標準デザイン

施設利用系 - 施設案内系 / 施設利用情報系
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Question & answer Information Hospital First aid

Accessible facility

Slope

Lost and found

Stairs

Trash box

Priority facilities for
elderly people

Priority  seats for 
people accompanied 

with small children

Priority seats for
expecting mothers

Wireless LAN Charge point

Vending machine

Priority facilities for
expecting mothers

Priority seats for
elderly people

Prams / StrollersPrayer room

Baby care room Cloakroom Dressing room Dressing room (women) Shower Bath Water fountain

post Telephone Fax Cart Elevator Escalator, up

Drinking water Smoking area

Police Toilets Men Women

Hotel / Accommodation Tickets / Fare adjustment Baggage storage

Coin lockers

Lounge / Waiting room Meeting pointCheck-in / Reception

Collection facility for
the recycling products

Bank, money exchange

ATM for oversea cards

Cash service

Priority facilities for
injured people

Priority  facilities for
people accompanied 

with small children

Priority seats for
injured people

Priority seats for
people with internal

disabilities,heart pacer,etc.

Priority facilities for people
with  internal disabilities

,heart pacer,etc.

Facilities for Ostomy
or Ostomate

郵便 電話 ファックス カート エレベーター エスカレーター

階段 ベビーケアルーム クローク 更衣室 更衣室（女子）

高齢者優先設備 障害のある人・
けが人優先設備

内部障害のある
人の優先設備

乳幼児連れ
優先設備

妊産婦優先設備 高齢者優先席 障害のある人・
けが人優先席

内部障害の
ある人優先席

乳幼児連れ優先席

案内所 案内 病院 救護所 警察 お手洗 男子 女子

障害のある人が
使える設備

銀行・両替  
（通貨記号差し替え 可）

キャッシュサービス 
（通貨記号差し替え 可）

スロープ 飲料水 喫煙所

チェックイン
 / 受付

忘れ物取扱所 ホテル / 
宿泊施設

きっぷうりば
 / 精算所

手荷物一時
預かり所

コインロッカー 休憩所 / 
待合室

ミーティング
ポイント

シャワー 浴室 水飲み場

くず入れ リサイクル品回収施設 無線LAN 充電コーナー

組み合せ使用（図記号セット）の基本妊産婦優先席 オストメイト用設備 /
 オストメイト

組み合せ使用（図記号セット）の基本

公共・一般施設
※ 平成２９年７月２０日に改正された「案内用図記号のJIS改正（JIS8210）」
　 において更新されたピクトグラム及び名称。

自動販売機
（通貨記号差し替え 可）

海外発行カード
対応ATM

礼拝室 ベビーカー

※

※

４－１
 ピクトグラムの一覧
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Aircraft / Airport

Cable car

Car

Restaurant

View point

Audio guide

Athletic stadium Football stadium Baseball stadium Tennis court Ski ground Camp site

Barber / Beauty
salon

Baggage delivery
service

Coffee shop Bar Gasoline station Shop Newspapers, magazines Pharmacy

Cable railway Parking Departures Arrivals Connecting flights Baggage claim Customs / 
Baggage check

Railway / Railway station Bus / Bus stop Rent a car Bicycle

Ship / Ferry / Port Helicopter / Heliport

Rental bicycle /
Bicycle sharing

Immigration / Quarantine
/ Inspection

Cashier

Swimming place

Convenience store

Station office / 
Station staff

Taxi / Taxi stop

イヤホンガイド

レンタカー 自転車

ロープウェイ ケーブル鉄道 駐車場 出発

航空機 / 空港 鉄道 /鉄道駅 船舶 / フェリー 
/ 港

ヘリコプター / 
ヘリポート

バス / バスのりば タクシー / 
タクシーのりば

到着 乗り継ぎ 手荷物受取所 税関 / 荷物検査

レストラン 喫茶・軽食 バー 会計
    （通貨記号差し替え 可）

店舗 / 売店 新聞・雑誌 薬局ガソリンスタンド

手荷物託配 コンビニエンス
ストア

理容 / 美容

展望地 / 景勝地 陸上競技場 サッカー競技場 野球場 テニスコート 海水浴場 / 
プール

スキー場 キャンプ場

商業施設

観光・文化・スポーツ施設

交通施設
※ 平成２９年７月２０日に改正された「案内用図記号のJIS改正（JIS8210）」
　 において更新されたピクトグラム及び名称。

一般車 レンタサイクル/
シェアサイクル

※ ※ ※

出国手続 / 入国手続
 / 検疫 / 書類審査

駅事務室/駅係員
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Hot spring

Sporting activities 

Fire extinguisher

General prohibition No smoking

No admittance Do not touch Do not throw rubbish Not drinking water

No open flame No entry No parking

Emergency telephone Emergency call button Emergency exit Safety evacuation area Safety evacuation shelter Tsunami evacuation
area 

Tsunami evacuation
building

Flood Levee Flood from rivers /
Flood from inland 

waters

Debris flow Tsunami /
Storm surges

Steep slope failure,
landside

Fire disasters

Squash court  T bar lift Chairlift 

Park Museum Historical monument variant 1 variant 2 Nature reserve 

take off your shoes Communication in
the specified language

Emergency train 
stop button

No bicycles Do not rush

Do not take 
photographs

Do not take flash
photographs

Do not use 
mobile phones

Do not use
electronic devices

洪水 堤防 列車の非常
停止ボタン

洪水 /内水氾濫 土石流 津波 / 高潮 崖崩れ・地滑り 大規模な火事

自転車
乗り入れ禁止

立入禁止

禁煙

西宮市火災予防条例

一般禁止 進入禁止 駐車禁止火気厳禁火気厳禁

消火器 非常口 広域避難場所非常電話 非常ボタン 避難所（建物） 津波避難場所 津波避難ビル

歴史的建造物 応用例 1 応用例 2 自然保護

スポーツ活動 スカッシュコート Tバーリフト 腰掛け式リフト コミュニ
ケーション

靴を脱いで
ください

温泉 ※ 公園

or

博物館 / 美術館

（言語（”ENGLISH”の部分）は、
   他の言語及び国旗に変更する
   ことができる。）

観光・文化・スポーツ施設

安全

禁止

走るな / 
かけ込み禁止

さわるな 捨てるな 飲めない 携帯電話
使用禁止

電子機器
使用禁止

撮影禁止 フラッシュ
撮影禁止

※ 平成２９年７月２０日に改正された「案内用図記号のJIS改正（JIS8210）」
　 において更新されたピクトグラム及び名称。

（備考）
　火災予防条例で左記の図記号の使用が規定
　されている場所には、当該図記号を使用す
　る必要がある。

（文字による補助表示が必要）
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ペット
持ち込み禁止

ホームドア：
たてかけない

ベビーカー
使用禁止

遊泳禁止 キャンプ禁止 飲食禁止

（文字による補助表示が必要）

天井に注意

感電注意

一般注意 障害物注意 上り段差注意 下り段差注意 滑面注意 転落注意
（文字による補助表示が必要） （文字による補助表示が必要）

（文字による補助表示が必要）

（文字による補助表示が必要）

津波注意

安全バーを
閉める

安全バーを
開ける

徒歩客は
降りる

スキーの先を
上げる

スキーヤーは
降りる

ヘルプマーク

矢印

応用例 1
（一列並び）

応用例 2
（三列並び）

応用例 3
（四列並び）

応用例 

二列並び一般指示 静かに 左側に
お立ちください

応用例
（右側にお立ち 
 ください）

シートベルト
を締める

禁止

注意

指示

ヘルプマーク

※ 平成２９年７月２０日に改正された「案内用図記号のJIS改正（JIS8210）」
　 において更新されたピクトグラム及び名称。

ホームドア：
乗り出さない

ホームドア：
ドアに手を挟ま
ないように注意

土石流注意 崖崩れ・
地滑り注意

（文字による補助表示が必要）

General caution Caution, obstacles Caution, uneven access 
/ up

Caution, uneven access 
/ down

Caution, slippery surface Caution, drop Caution, overhead

No swimming No camping Do not eat or
drink hereDo not use prams

/ strollers
No uncaged animals Do not lean objects

on the platform door
Do not lean over

 the platform door

Caution, electricity Warning; 
Tsunami hazard zone

Warning;debris flow

Warning;steep slope
failure,landslide Caution,closing doors

General mandatory

Close safety bar 

Directional arrow variants

Fasten seatbelt

Open safety bar Foot passenger
have to get off

Raise ski tips Skiers have to get off

Heip mark

Quiet please Line up in twos

Please stand on the left Line up single file Line up in threes Line up in fours

Please stand on the right
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放し飼い禁止

バーベキュー等の
火気使用の禁止

音の出る花火の
禁止

禁止サイン・注意喚起サイン・マナーサイン

バイク
乗入禁止

夜間花見禁止
区域

落花後の宴会
の禁止

地域猫のエサやり
マナー

大音量の音出し
の禁止

商行為の禁止

自転車・バイク
放置禁止

大道芸の禁止

遊具周辺禁煙・
歩きタバコ禁止

カラスに注意！ スズメバチ
に注意！

ヘビに注意！

園内の草木を
大切にしましょう

球技は周りに
配慮してください

歩行者優先

フンの始末を
してください

ハトにエサを
与えないでください

Do not feed the pigeons Dog waste must be
cleaned up

Dogs must be on leash

Parking bicycles and
motorcycles prohibited

No motorcycles

No barbecues or fires No fireworks with sounds No smoking around the
playground equipments

and while walking

No loud noise

No soliciting or
commercial activity

Night flower viewing party
prohibited area

No flower viewing party
after blossoms have fallen

受動喫煙防止に
ご協力ください

Protect others
from second hand smoke

Street performance
prohibited

Feeding manners to 
the communally owned cats

Do not damage the plants  Be considerate of others 
when playing balls

Yield to pedestrians

Watch out for crows !

Watch out for hornets !

Watch out for snakes !

ポイ捨て禁止
No littering

不法投棄監視区域
Area under surveillance

for illegal dumping

ペットをすてないで
Do not abandon pets

４－２
 西宮市オリジナルのピクトグラム
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Walk your bicycle Walk your motorcycle Lock up your bike !Take out your bike key !

Beware of pedestrians !

Security cameras in
operation

自転車はおりて
通行してください

原付はおりて
通行してください

防犯カメラ
録画中

飛び出し注意！カギかけ忘れ
注意！

カギ抜き忘れ
注意！

直進× T字路-左折× T字路-右折× T字路-左折× T字路-右折×

T字路-直進×T字路-直進× 十字路-直進× 十字路-左折× 十字路-右折×

西宮市不法投棄防止協議会

違反者には厳しい刑罰が科せられます

自習室あり
Study room available

道路標識 - 警戒標識 - この先通り抜けできません
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公園

ごみステーション

日本語 英語

日本語 英語

ごみステーション Refuse Collection Point

資源Ａ Type A Recyclable Refuse

その他のプラ Other Plastic Materials

透明の袋で出してください Put them in clear plastic bag

もやさないごみ Unburnable Refuse

もやすごみ Burnable Refuse

道路

日本語 英語

土・日一方通行 One-way Saturday・Sunday

飛び出し注意！ Beware of pedestrians !

路上喫煙禁止区域 No smoking area

公園管理者の指示に従ってください Follow the directions of the park administrator

バーベキュー等の火気使用の禁止 No barbecues or fires

夜間花見禁止区域 Night flower viewing party prohibited area

落花後の宴会禁止 No flower viewing party after blossoms have fallen

遊具周辺禁煙・歩きタバコ禁止 No smoking around the playground equipments andwhile walking

バイク乗り入れ禁止 No motorcycles

歩行者優先 Yield to pedestrians

園内の草木を大切にしましょう Do not damage the plants

球技は周りに配慮してください Be considerate of others when playing balls

※大文字、小文字の使い分けについては、サインの性質による（下記は表記例）

　

４－３
 日・英対応翻訳表
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自転車駐輪場

日本語 英語

その他（施設案内系）

日本語 英語

至 JRさくら夙川駅 To JR Sakura-Shukugawa Sta.

防犯カメラ録画中 Security cameras  in operation

身障者乗降場 Get on and off for Disabled ONLY

多言語案内 Multilanguage Guide

一時利用 Day use

カギかけ忘れ注意！ Lock up your bike !

原付のエンジンをお切りください Turn off engine

原付はおりて通行してください Walk your motorcycle

自転車駐車場（路外） Bicycle Parking ( Lot )

自転車駐車場一時利用エリア（路外） Day use Parking ( Lot )

自転車はおりて通行してください Walk your bicycle

自転車・バイク放置禁止 Parking bicycles and motorcycles prohibited

自転車（原付）放置禁止区域 Parking bicycles  (and motorcycles) prohibited area

定期利用 Periodic use

無断・区画外駐車禁止 No Unauthorized Parking

無断駐車禁止 No parking without permission

撤去自転車仮置場 Temporary Space for Removed Bycicles

カギぬき忘れ注意！ Take out your bike key !
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その他（施設利用情報系）

歩きタバコ禁止 No smoking while walking

日本語 英語

犬の放し飼い禁止 Dogs must be on leash

犬の放し飼いは条例により禁止されています Unleashed dogs prohibited by Law

飲食禁止 No eating or drinking

お静かに Keep quiet 

禁煙 No smoking

フンの始末をしてください Dog waste must be cleaned up

フンの放置は条例により禁止されています Leaving dog waste prohibited by law

ポイ捨て禁止/ごみは持ち帰りましょう No littering

夜間・早朝は静かにしましょう Keep quiet at night and early morning

商行為禁止 No soliciting or commercial activity

大音量の音出しの禁止 No loud noise

注意・禁止事項 Rules and Prohibitions

大道芸の禁止 Street performance prohibited

ハトにエサを与えないでください Do not feed the pigeons

音の出る花火の禁止 No fireworks with sounds

地域ネコのエサやりマナー Feeding manners to the communally owned cats

カラスに注意！ Watch out for crows !

スズメバチに注意！ Watch out for hornets !

ヘビに注意！ Watch out for snakes !
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西宮市役所 政策局 都市計画部 
都市デザイン課

〒662-8567  
兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
tel：0798-35-3526
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